
        介護予防・日常生活支援総合事業 

（１）第一号訪問事業・介護予防訪問介護相当サ－ビスの利用料 

【基本部分】＊身体介護及び生活援助 

サ－ビス名称 サ－ビスの内容 基本利用料 

（１月あたり） 

利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

訪問型サ－ビス 

（みなし）Ⅰ 

（１月につき） 

週１回程度の訪問型 

サ－ビス（みなし）   

（事業対象者要支援１・２）       

  

１１.６８０円/月 

 

１.１６８円 

 

２.３６８円 

訪問型サービス 

（みなし）Ⅱ 

（１月につき） 

週２回程度の訪問型 

サ-ビス（みなし） 

（事業対象者要支援１・２） 

 

２３.３５０円/月 

 

２.３３５円 

 

４．６７０円 

訪問型サービス 

（みなし）Ⅲ 

（１月につき） 

週２回を超える程度の訪問

型サ-ビス（みなし） 

（事業対象者要支援２） 

 

３７.０４０円/月 

 

       

３.７０４円 

 

７.４０８円 

上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示でさだめる金額であり、これが改定された場合は、これら基本料も

自動的に改定されます。なお、その場合は事前に新しい基本料を書面でお知らせします。 

【加算】 

以下の要件を満たす場合,上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 

 

   加算の要件   加算額 

基本利用料   利用者負担  利用者負担 

初回加算 

 

新規の利用者へサ-ビス提供し 

た場合 

 

２０００円    ２００円     ２００円 

生活機能向上

連携加算 

（１月につき） 

サ-ビス提供責任者が介護予防訪問リハビ

リテーション事業所の理学療法士に同行し

共同して利用者の心身の状況等を評価した

上、生活機能向上を目的とした介護予防訪

問介護計画を作成し、サ-ビス提供した場合 

１.０００円 １００円 １００円 

介護職員処遇

改善加算Ⅲ 

＊（１月につき） 

介護職員の処遇改善に関して, 

一定の改善基準を超えた場合 

５５/１０００ 

＊のついた加算は区分支給限度額の算定対象から除かれます。 

【減算】 

以下の要件を満たす場合、下記の額を算定します。 

減算の種類 

 

 原産の要件 減算額 

同一敷地内減算 事務所と同一敷地内の利用者又はこれ以

外の同一建物の利用者２０人以上にサ－

ビスを行う場合 

所定単位数の１０/１００に相当する単位

数を減産する 

介護職員初任者研修課程を修了したサ－ビス提供責任者を配

置している場合 

所定単位数の３０/１００に相当する単位

数を減産する。 

 


